
「無利息型普通預金」をご利用のお客さまへ 
〜通帳デザイン変更のお知らせ〜 

 
足立成和信用金庫 

 
日頃より、足立成和信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。 
さて、当金庫の決済用預金の一つである「無利息型普通預金」につきましては、専用通帳をご

利用いただいておりましたが、2020 年 4 月 1 日より一般の普通預金通帳（当金庫ロゴ⼊り⻘⾊
の通帳）、または総合口座通帳（当金庫ロゴ⼊りオレンジ⾊の通帳等）にてお取り扱いさせていた
だくことになりました。 

これに伴い、以下のお取り扱いが変更となります。 
  

● ＡＴＭでの通帳繰越ができるようになりました。 
  

● 一般の普通預金から無利息型普通預金へ変更される際、今までお使いの通帳をそのままご利用
いただくことができるようになりました。（別途、窓口でのお手続きが必要となります。）   
※ ⼊出金明細欄には以下のように表示されます。 

  
● 通帳表紙に無利息型普通預金である旨の表示がなくなります。  

※ 通帳繰越をした場合、⼊出金明細欄には以下のように表示されます。 

   
以上、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
以上 

【決済用預金とは】 
 決済用預金とは、預金保険法第 51 条の 2 で定められた ①利息がつかないこと ②払戻を
いつでも請求できること ③決済サービスを提供できること という 3 条件を満たす預金のこ
とを指します。決済用預金はペイオフ発動時、預金保険機構によりその全額が保護されます。
なお、当金庫では「無利息型普通預金」「当座預金」等が決済用預金にあたります。 

年 月 日 摘要 お支払金額 お預り金額 差引残高
2 - 6 - 1 繰越 \350,000＊
2 - 6 - 10 150,000 \200,000＊
2 - 6 - 23 決済用預金へ ***********

年 月 日 摘要 お支払金額 お預り金額 差引残高
2 - 6 - 1 繰越 決済用預金 \400,000＊
2 - 6 - 10 100,000 \500,000＊


